
 

１.いじめ事案への対応 フロー図① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いじめ事案の内容によって学校が必要と認めたときは、所轄警察署に相談・通報し、連携する 

 

 

 

 

校内生徒指導委員会での対応 

アンケートや相談、申告、通報、発見による 

いじめと疑われる事案の認知 

校内生徒指導委員会の緊急開催 

いじめの疑いに関する情報の収集・記録・共有 

重大事態の 

   発生 

フロー図②へ 

いじめでないとの判断 

※本人からの訴えの場合は、いじめと判断し対応する 

教育委員会 

いじめと判断 

報告 

事案調査班 事案対応班 

※児童生徒への聴取、いじめの情報の 
収集・記録・共有 

※いじめられた児童生徒・保護者、い
じめた児童生徒・保護者、周囲の児童

生徒 

管理職による対応の決定 

職員会議 

いじめに対する措置・対応 

措置・対応の検証・修正 



 

２.いじめ事案への対応 フロー図②「重大事態」への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめられた児童生徒 

保護者、いじめた児童 

生徒・保護者、周囲の 

児童生徒への対応検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊重大事件のとらえ方 

  ○児童生徒や保護者からいじめによって重大な被害を受けたとの訴えがあった場合は、重大事態と

とらえる。 

   ・重大な被害が「いじめの結果でない」と思われる場合でも、重大事態ととらえる。 

   ・学校側が、被害の状況を重大な事態ではないと考えたとしても重大事態ととらえる。 

※調査によって明らかになった事実関係については、いじめられた児童生徒・保護者に対して、適時・

校内生徒指導委員会での対応 
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教育委員会 
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協議 所轄警察署 

事案により通報 

職員会議での対応 

＊学校が調査の主体となった場合 

「第三者委員会」の設置 
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所見 

生徒指導委員会 

での対応 

管理職による対応の決定 

職員会議 

いじめに対する措置・対応 

措置・対応の検証・修正 



適切な方法で提供・説明を行う。 


